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担当(係)名 木材生産担当 内線 3015

新 森林資源のエネルギー活用
＜森林整備加速化・林業再生基金事業＞

１ 事 業 費 【財源内訳】 【主な使途】
１８３，７００ 一般財源 183,700 補助金 182,500（施設整備補助等）

（前年度 ４，５００）

２ 背 景 ・ 現 状
国際情勢の変化等により、地球温暖化対策としてクリーンエネルギーである木質

バイオマスエネルギーに関心が高まっており、化石燃料から木質バイオマス燃料へ
転換が進んでいる。
このような情勢の中で、間伐材など林地に残された未利用資源の燃料等への有効

利用に大きな期待が寄せられている。

３ 事 業 目 的
地域の森林資源を森のバイオマスエネルギーとして有効に活用するため、木質バ

イオマス利用施設及び供給施設を整備し、地域産業の振興、森林の保全を図り、ひ
いては地球温暖化の防止に資する。

４ 事 業 概 要
（１）木質バイオマス利用施設等の整備への支援

未利用森林資源を活用したチップ・ペレット等の製造施設やそれらを燃料とす
るボイラー等の整備に対して助成。
ア 新 森のエネルギー利用施設等整備加速化事業費［１５０，２００千円］

＜森林整備加速化・林業再生基金事業＞
イ 木質バイオマス利用加速化事業費 ［１７，７００千円］

＜森林整備加速化・林業再生基金事業＞
（２）木質バイオマス資源搬出への支援

林内に放置されている間伐材等未利用森林資源を搬出・運搬に要する経費の一
部を助成。

新 木質バイオマス資源搬出加速化事業費［１５，２００千円］
＜森林整備加速化・林業再生基金事業＞

森林資源のエネルギー活用イメージ

（款）６農林水産業費 （項）５林業費 （目）（3）県産材流通対策費
（明細書事業名）○林業・木材産業構造改革事業費 他

木質バイオマス利用加速化事業費補助金 他


